
平成２３年度 第 1 回富県宮城推進会議における意見交換項目 

 

宮 城 県 

 

宮城県震災復興基本方針（素案）では，平成 32 年度までの 10 年間を計画期間とし，

復旧期（3年），再生期（4年），発展期（3年）と区分しております。 

内容としては，全県的に緊急対応が必要な項目として 10 の緊急重点事項を掲げ， 

「県全体の復興の方向性」として 7 つの分野において 10 年間の取組の方向性をお示

ししております。 

今後作成する（仮称）宮城県震災復興計画においても，7つの分野を中心に 10 年間

の取組の方向性を詳細にお示しする予定です。 

 

①「県全体の復興の方向性」のうち， 産業分野における復興のスピード感について 

 

 

②各事業分野，又は県産業全般における緊急対応が必要な項目，復旧期（平成 23 か

ら 25 年度）の取組の重要なポイントについて 

 

 

③各事業分野，又は県産業全般における 10 年間の復興の方向性，将来のビジョンに

ついて 

 

④その他，本県の産業復興に関するご意見等 


